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琉大法学第７２号（2004）1０９
法
定
地
上
権
制
度
に
関
す
る
立
法
論
的
検
討
（
二

目
次今
年
四
月
、
新
担
保
・
執
行
法
制
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
度
の
法
改
正
を
通
じ
て
、
抵
当
権
と
利
用
権
の
調
整
に
関
す
る
規
定

も
、
大
幅
な
手
直
し
を
受
け
た
。
例
え
ば
、
短
期
賃
貸
借
制
度
（
旧
三
九
五
条
）
は
、
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
、
ま
た
、
法
定
地
上
権

制
度
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
一
括
競
売
制
度
（
旧
三
八
九
条
）
に
つ
い
て
も
、
抵
当
権
者
は
、
抵
当
地
に
建
築
さ
れ
た
建
物
を

土
地
と
共
に
競
売
し
得
る
、
と
い
う
内
容
に
改
正
さ
れ
、
同
条
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
定
地
上
権
制
度
（
三
八

八
条
）
は
、
右
の
一
括
競
売
制
度
と
は
対
称
的
に
、
改
正
が
見
送
ら
れ
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
現
段
階
で
は
、
判
例
が
確

立
し
て
お
り
、
執
行
裁
判
所
が
、
法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
す
る
判
断
に
困
る
、
と
い
う
事
態
は
な
く
、
他
方
、
法
定
地
上
権
制
度

は
、
抜
本
的
な
改
正
が
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
定
地
上
権
制
度
の
改
廃
は
、
実
務
に
お

四三二

判
例
理
論
の
問
題
点

法
定
地
上
権
制
度
に
関
す
る
学
説
の
見
解

問
題
提
起

民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論

問
題
提
起

上
河
内
千
香
子
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（
１
）

い
て
は
、
期
待
さ
れ
て
お
り
、
学
説
も
、
法
定
地
上
権
制
度
を
は
じ
め
と
し
た
土
地
と
建
物
の
関
係
は
、
時
間
を
か
け
て
検
討
す
べ

（
２
）

き
課
題
で
あ
る
、
と
評
価
し
て
い
る
。

法
定
地
上
権
制
度
を
定
め
る
民
法
三
八
八
条
は
、
多
様
な
敷
地
利
用
権
問
題
を
取
り
扱
う
割
に
は
、
そ
の
文
一
言
が
簡
素
な
も
の
で

あ
る
た
め
、
そ
の
成
否
に
関
す
る
問
題
の
多
く
は
、
民
法
制
定
当
初
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
拡
張
解
釈
を
通
じ
て
解
決
さ
れ
、
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
解
決
が
困
難
な
問
題
の
い
く
つ
か
は
、
民
事
執
行
法
八
一
条
、
あ
る
い
は
、
国
税
徴
収
法
一
二
七
条
の
よ
う
に
、

特
別
法
に
法
定
地
上
権
制
度
を
設
け
る
、
と
い
う
形
で
立
法
的
に
解
決
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
傾
向
と
同
時
に
、
戦

後
間
も
な
い
時
期
よ
り
、
法
定
地
上
権
制
度
は
、
そ
の
妥
当
性
が
疑
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
今
日
ま
で
、
例
え
ば
、
借
地
借
家

法
の
改
正
時
に
お
い
て
、
法
定
地
上
権
制
度
は
、
代
替
案
と
共
に
廃
止
が
提
案
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
実

現
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
定
地
上
権
制
度
の
改
廃
に
慎
重
な
姿
勢
は
、
多
く
の
特
別
法
に
お
い
て
も
法
定
地
上
権
・
賃

借
権
制
度
が
存
在
し
て
お
り
、
改
廃
に
よ
る
影
響
が
計
り
知
れ
な
い
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
首
肯
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
昨
今
は
、
民
法
制
定
時
と
比
較
し
て
、
建
物
の
堅
固
・
高
層
化
と
い
う
事
情
よ
り
、
法
定
地
上
権
の
成
立
を
通
じ
て
、

建
物
保
護
を
図
る
必
要
が
増
し
て
い
る
と
同
時
に
、
借
地
借
家
法
等
に
よ
る
借
地
権
強
化
、
借
地
権
価
格
の
高
騰
、
土
地
抵
当
権
の

執
行
妨
害
、
と
い
う
事
情
を
通
じ
て
、
法
定
地
上
権
制
度
の
存
在
が
、
土
地
抵
当
権
の
負
担
と
な
る
危
険
性
も
増
大
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
今
日
、
適
切
な
法
定
地
上
権
制
度
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
は
、
困
難
且
つ
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
、
こ
の
度
、
改
正
に
至
ら
な
か
っ
た
法
定
地
上
権
制
度
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
現
時

点
ま
で
に
、
法
定
地
上
権
制
度
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
議
論
が
蓄
積
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
、
法
定
地
上

権
制
度
の
改
廃
に
関
す
る
議
論
の
到
達
点
及
び
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

こ
の
目
的
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
検
討
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
ず
、
二
に
お
い
て
、
民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
法
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定
地
上
権
制
度
に
関
す
る
議
論
を
概
観
す
る
｡
現
行
の
法
定
地
上
権
制
度
は
'
い
か
な
る
経
線
を
経
て
成
立
し
た
も
の
か
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
｡
続
い
て
'
三
に
お
い
て
'
民
法
制
定
後
､
法
定
地
上
権
の
成
否
に
つ
い
て
構
築
さ
れ
た
判
例
理

論
の
問
題
点
を
分
析
す
る
｡
こ
の
点
が
'
法
定
地
上
権
制
度
に
対
す
る
懐
疑
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
､
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
そ
れ
を
踏
ま
え
て
'
四
に
お
い
て
､
法
定
地
上
権
制
度
に
関
す
る
学
説
の
評
価
'
立
法
論
を
整
理
す
る
｡
そ
の
後
､
五
に

お
い
て
'
各
種
立
法
及
び
改
正
過
程
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
法
定
地
上
権
の
改
廃
に
関
す
る
意
見
'
及
び
わ
が
国
の
土
地
と
建
物
の

関
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
振
り
返
り
､
最
後
に
'
六
に
お
い
て
'
総
合
的
な
検
討
を
行
う
｡

(1
)
堂
圃
昇
平

｢特
集
=

(棉
)
抵
当
権
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
分
析
｣
金
法

1
六

一
八
号

1
六
頁

(二
〇
〇
1
年
)
参
照
｡
例
え
ば
､

共
同
抵
当
再
集
事
例
に
関
す
る
最
判
平
九
･
二
･
1
四

(民
集
五

1
巻
二
号
三
七
五
寅
)
の
明
文
化
に
つ
い
て
は
'
七
割
が
賛
成
し
て
い
る
｡

(2
)
内
田
負
ほ
か

｢特
別
座
執
会

担
保
法
の
改
正
に
向
け
て

(上
)
｣
ジ
ユ
リ

一
二
一
三
号
五
八
頁

(大
村
)
(
二
〇
〇
一
年
)'
福
永
有
利
ほ
か

r近
未
来
の
抵
当
権
と
そ
の
実
行
手
続
-
改
正
の
あ
り
方
を
探
る
-
Ⅳ
法
定
地
上
権
､
一
括
競
売
'
不
動
産
留
母
権
等
の
諸
問
題
｣
銀
行
法
務

2~
六
〇
〇
号
三
一
貫

(松
岡
)
(二
〇
〇
二
年
)｡

二

足
法
制
定
過
程
に
お
け
る
頚
輪

(3
)

法
定
地
上
権
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
は
､
今
日
ま
で
の
諸
研
究
に
よ
り
'
相
当
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
法
定
地

上
権
制
度
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
あ
た
り
'
今

一
度
'
民
法
制
定
時
に
お
け
る
法
定
地
上
権
制
度
の
立
法
経
緯
及
び
立
法
趣
旨
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
民
法
三
八
八
条
の
法
定
地
上
権
制
度
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
主
要
な
議
論
は
'
明
治
二
七
年

一
二
月
四
日

か
ら
同
年

一
二
月

一
八
日
に
か
け
て
の
法
典
調
査
会
で
行
わ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
法
定
地
上
権
制
度
の
立
法
経
緯
及
び
立
法
趣

Ill
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旨
を
確
認
す
る
、
と
い
う
趣
旨
よ
り
、
立
法
過
程
の
議
論
を
整
理
す
る
。

１
抵
当
制
度
に
お
け
る
土
地
建
物
の
一
体
的
把
握

民
法
三
八
八
条
の
立
案
担
当
者
の
梅
博
士
は
、
当
初
、
現
行
三
七
○
条
の
原
案
で
あ
る
三
六
五
条
に
つ
い
て
、
「
抵
当
権
ハ
其
目

的
ダ
ル
不
動
産
二
附
加
シ
テ
之
卜
｜
盤
ヲ
成
シ
タ
ル
物
二
及
フ
但
設
定
行
為
二
別
段
ノ
定
ア
ル
ト
キ
及
上
第
四
百
十
九
条
ノ
規
定
一
一

依
り
債
権
者
力
債
務
者
ノ
行
為
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
と
い
う
提
案
を
行
い
、
他
の
起
草
委
員
か
ら
の
質

（
４
）

問
に
対
し
て
、
本
条
は
、
土
地
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
の
効
力
は
、
建
物
に
も
及
ぶ
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
梅
博
士
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
他
の
起
草
委
員
か
ら
、
わ
が
国
の
慣
習
に
反
す
る
、
と
い
う
意
見
が
強
く
主
張
さ
れ

（
５
〉

た
。
す
な
わ
ち
、
多
数
の
委
員
の
理
解
は
、
わ
が
国
で
は
、
土
地
と
建
物
は
別
個
の
不
動
産
と
い
う
慣
習
が
あ
る
、
仮
に
慣
習
と
ま

（
６
）

で
は
言
え
な
く
と
も
、
と
も
か
く
、
土
地
と
建
物
は
、
別
個
の
不
動
産
と
し
て
取
り
扱
う
慣
行
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
こ
れ
と
異
な
る
発
言
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
審
議
の
過
程
に
お
い
て
も
、
暖
昧
な
抵
当
権
が
土
地
に
設

定
さ
れ
、
且
つ
、
土
地
上
に
多
少
の
建
物
と
か
倉
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
も
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う

（７）（８）
意
見
、
あ
る
い
は
、
都
会
に
お
い
て
は
、
土
地
建
物
を
別
個
に
取
扱
う
慣
行
が
あ
る
が
、
田
舎
は
そ
う
で
も
な
い
、
と
い
う
発
言
も

見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
制
定
当
時
の
土
地
建
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
土
地
と
建
物
を
別
個
独
立
の
不
動
産
と
す

る
頒
習
、
あ
る
い
は
、
傾
習
に
近
い
「
慣
行
」
と
で
も
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
多
少
の
暖
昧

さ
も
残
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
ほ
か
、
原
案
に
反
対
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
わ
が
国
の
不
動
産
登
記
制
度
が
、
土
地
登
記
簿
、
建
物
登
記
簿
と
い
う
二
本
立

て
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
土
地
抵
当
権
の
効
力
が
建
物
に
も
及
ぶ
、
と
い
う
原
案
三
六
五
条
の
構
成
に
な
じ
ま
な
い
、
と
い

（
９
）

う
こ
と
、
及
び
現
行
八
七
条
の
原
案
八
九
条
で
は
、
「
土
地
建
物
及
上
其
定
着
物
ハ
之
ヲ
不
動
産
ト
ス
」
と
さ
れ
て
お
り
、
土
地
も
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（
Ⅱ
）

不
動
産
、
建
物
も
不
動
産
、
そ
の
定
着
物
も
不
動
産
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
た
。

土
地
抵
当
権
の
効
力
は
建
物
に
及
ぶ
、
と
い
う
趣
旨
の
原
案
三
六
五
条
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
反
論
が
出
さ
れ
、
そ
の
結

（
Ⅱ
）

果
、
「
抵
当
地
ノ
上
二
在
ス
ル
家
屋
ヲ
除
ク
外
」
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

２
土
地
建
物
の
一
括
競
売
案

原
案
三
六
五
条
に
右
の
よ
う
な
修
正
が
行
わ
れ
た
結
果
、
新
た
に
、
「
抵
当
権
ノ
目
的
ダ
ル
土
地
ノ
上
二
抵
当
権
設
定
者
ノ
所
有

二
係
ル
家
屋
ア
ル
ト
キ
ハ
抵
当
権
者
ハ
土
地
卜
共
二
之
ヲ
競
売
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
優
先
権
ハ
土
地
ノ
代
価
二
付
テ
ノ
ミ
之
ヲ
行
う

（
旧
）

コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
修
正
案
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
抵
当
地
に
土
地
所
有
者
が
所
有
す
る
建
物
が
存
在
す
る
場
〈
ロ
に
は
、

建
物
の
築
造
が
、
抵
当
権
設
定
の
前
後
を
問
う
こ
と
な
く
、
土
地
と
建
物
を
一
括
し
て
競
売
す
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
梅
博
士

は
、
こ
の
修
正
案
に
つ
い
て
、
抵
当
制
度
に
お
け
る
土
地
と
建
物
の
別
個
独
立
性
を
前
提
と
す
る
と
、
抵
当
地
へ
の
建
物
の
築
造
後

に
土
地
を
競
売
し
た
場
合
、
建
物
の
取
壊
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
、
建
物
の
た
め
に
地
上
権
の
設
定
あ
り
、

と
構
成
す
る
と
、
土
地
の
競
売
価
格
が
安
価
と
な
り
、
抵
当
権
者
の
不
利
益
と
な
る
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
な
一
括
競
売
を
行
う

（
Ⅲ
）

こ
と
と
し
た
、
と
説
明
し
て
い
る
。

右
の
修
正
案
に
対
し
て
も
、
反
対
意
見
が
相
次
い
だ
。
そ
れ
は
、
一
括
競
売
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
土
地
と
建
物
の
別
個
独
立
性

に
な
じ
ま
な
い
、
と
い
う
理
解
に
起
因
す
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
で
は
、
土
地
の
み
、
家
屋
の
み
の
競
売
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、

（
Ⅱ
）

一
括
競
売
は
、
国
民
の
意
識
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仮
に
一
括
競
売
さ
れ
て
も
、
競
売
法
の
規
定
次
第
で
は
、
土
地
と
建
物

（
旧
）

を
別
個
に
競
落
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
修
正
案
の
よ
う
な
一
括
競
売
に
対
し
て
は
、

（
肥
）

建
物
の
居
住
者
の
退
去
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
か
、
抵
当
権
設
定
者
に
よ
り
築
造
さ
れ
た
建
物
が
、
第
一
二
者
名
義
と
な
っ
た
場
合
に

（
Ⅳ
）

効
果
が
な
い
、
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
旧
一
二
八
九
条
に
つ
い
て
、
同
様
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
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(柑
)

鑑
み
る
と
興
味
深
い
｡

3

一
括
競
売
案
か
ら
法
定
地
上
権
制
度
の
制
定
へ

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
､
次
第
に
'
現
行
三
八
八
条
及
び
旧
三
八
九
条
に
近
い
案
が
授
菓
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
｡
具

体
的
に
は
､
①
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
当
時
に
建
物
が
存
在
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
､
抵
当
権
の
実
行
を
機
縁
と
し
て
､
建
物
の
た

(川
)

め
に
地
上
権
が
設
定
さ
れ
る
､
と
し
て
は
ど
う
か
､
と
い
う
提
案
'
さ
ら
に
は
'
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
当
時
に
建
物
が
存
在
す
る

か
否
か
と
い
う
点
に
着
日
し
て
'
②
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
当
時
に
建
物
が
存
在
す
る
場
合
に
は
､
抵
当
権
者
は
､
建
物
の
存
在
を

前
提
と
し
つ
つ
､
土
地
の
み
し
か
競
売
し
得
な
い
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
た
め
､
土
地
の
み
を
枕
元
す
る
こ
と
に
し
て
も
差
し
支
え

な
い
'
他
方
'
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
後
'
土
地
所
有
者
､
あ
る
い
は
'
借
地
人
が
､
抵
当
地
に
建
物
を
築
造
し
た
場
合
に
は
､
仮

に
'
土
地
の
み
の
放
売
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
と
､
抵
当
権
者
を
専
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
､
こ
の
場
合
に
は
､
抵
当
目
的
物

(20
)

を
増
や
す
､
と
い
う
据
秦
､
③
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
当
時
に
建
物
が
存
在
し
た
場
合
に
は
'
抵
当
権
実
行
を
契
機
に
地
上
権
が
設

定
さ
れ
'
他
方
､
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
後
に
建
物
が
築
造
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
､
建
物
の
築
造
が
､
抵
当
権
者
の
承
諾
を
得
た

も
の
で
あ
る
と
き
に
は
､
抵
当
権
実
行
を
契
機
に
､
建
物
の
た
め
に
地
上
権
が
設
定
さ
れ
､
抵
当
権
者
の
承
諾
を
得
て
い
な
か
っ
た

と
き
に
は
'
(建
物
の
所
有
者
を
問
わ
ず
)
抵
当
権
の
実
行
を
契
機
に
'
土
地
建
物
を

一
括
競
売
し
得
る
､
と
し
て
は
ど
う
か
､
と

(a
)

い
う
提
案
が
出
さ
れ
た
｡

こ
れ
ら
の
秦
が
提
示
さ
れ
た
後
､
梅
博
士
は
､
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
当
時
に
建
物
が
存
在
し
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で

は
'
関
係
者
の
判
事
関
係
は
異
な
る
t
と
い
う
認
曲
を
示
し
'
特
に
'
後
者
の
場
合
に
は
､
土
地
建
物
の

1
括
競
売
が
望
ま
し
い
t

と
い
う
理
解
に
至
っ
た
｡
そ
の
理
由
は
'
裁
判
所
は
'
地
代
の
相
場
が
変
動
す
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
と
､
地
上
権
の
存
続
期
間
を

(22
)

決
め
に
く
い
た
め
t
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
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（
羽
）

右
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
新
た
な
修
正
案
は
、
①
③
案
を
基
に
作
成
す
る
と
い
う
方
針
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
梅
博
士
が
、

「
抵
当
権
設
定
ノ
当
時
二
於
テ
抵
当
地
二
抵
当
権
設
定
者
ノ
所
有
二
係
ル
建
物
ア
ル
ト
キ
ハ
抵
当
権
設
定
者
ハ
土
地
競
売
ノ
場
合
二

付
キ
地
上
権
ヲ
留
保
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
但
地
代
ハ
当
事
者
ノ
請
求
ニ
因
り
裁
判
所
之
ヲ
定
ム
」
「
抵
当
権
設
定
後
二
其
設
定
者

力
抵
当
地
二
建
物
ヲ
築
造
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
抵
当
権
者
ハ
土
地
卜
共
二
之
ヲ
競
売
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
優
先
権
ハ
土
地
ノ
代
価
二
付
テ

（
川
）

ノ
ミ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ー
ヲ
得
」
と
い
う
新
た
な
修
正
案
を
作
成
し
た
。

ま
ず
、
前
者
の
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
建
物
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
適
用
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
「
抵
当
権
設
定
ノ
当
時
土
地
二
建
物
ア
ル
場
合
二
於
テ
土
地
又
ハ
建
物
ノ
ミ
ヲ
抵
当
ト

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
抵
当
権
設
定
者
ハ
競
売
ノ
場
合
二
付
キ
地
上
権
ヲ
設
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
但
地
代
ハ
当
事
者
ノ
請
求
ニ
依
り
裁

（
泌
〉

判
所
之
ヲ
定
ム
」
と
い
う
修
正
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
右
の
修
正
後
、
本
条
は
、
「
同
一
の
所
有
者
に
属
す
る
場
〈
ロ
」
を
予
定
し

（
洲
）

て
い
る
こ
と
を
明
文
化
す
る
趣
』
曰
の
修
正
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

後
者
の
修
正
案
は
、
旧
一
一
一
八
九
条
と
同
様
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
修
正
案
に
つ
い
て
も
、
二
、
三
の
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
抵
当
地
の
利
用
を
危
倶
す
る
意
見
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
該
修
正
案
に
よ
れ
ば
、
更
地
抵
当

権
者
は
、
更
地
を
賃
借
し
た
上
で
築
造
さ
れ
た
建
物
の
取
壊
し
が
可
能
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
・
土
地
抵
当
権
が
、
土
地
所
有
者

（
”
）

の
土
地
利
用
権
を
非
常
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
梅
博
士
は
、
右
の
意
見
に
対
し
て
、
比
較
法
的

見
地
か
ら
し
て
も
、
抵
当
権
が
物
権
で
あ
る
以
上
、
何
人
も
抵
当
権
の
行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
利
用
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、

他
方
、
短
期
賃
貸
借
制
度
に
よ
り
、
一
定
の
期
間
内
の
土
地
賃
貸
借
は
抵
当
権
に
対
抗
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
抵

（
鵬
）

山
『
権
と
利
用
権
の
調
整
は
図
ら
れ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
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【小
括
】
民
法
起
草
時
に
は
､
ま
ず
､
立
案
担
当
者
で
あ
る
梅
博
士
か
ら
'
抵
当
権
の
効
力
は
目
的
と
な
っ
た
不
動
産
の
付
加

一
体

物
に
及
ぶ
､
と
い
う
趣
旨
の
原
秦
が
提
示
さ
れ
､
そ
れ
と
共
に
､
土
地
抵
当
権
の
効
力
は
､
建
物
に
も
及
ぶ
､
と
い
う
理
解
が
示
さ

(神
)

れ
た
｡
も
っ
と
も
､
梅
博
士
自
身
､
こ
の
よ
う
な
理
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
'
確
信
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
様
子
で
あ
る
｡
し
か

し
'
こ
の
提
案
は
'
他
の
起
草
委
且
か
ら
'
わ
が
国
の
慣
習
に
反
す
る
t
と
い
う
理
由
よ
り
､
激
し
い
反
論
を
受
け
た
｡
立
法
時
の

議
論
よ
り
推
し
虫
る
に
､
確
か
に
､
当
時
は
､
土
地
建
物
を
別
個
の
不
動
産
と
し
て
取
り
扱
う
慣
習
､
あ
る
い
は
'
慣
習
ま
で
は
い

か
な
く
て
も
､
両
者
を
別
個
の
不
動
産
と
し
て
､
売
買
､
競
売
､
放
落
す
る
t
と
い
う
慣
行
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
た
様
子
で
あ

る
｡そ

の
後
'
土
地
と
建
物
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
結
果
'
右
の
原
案
に
つ
い
て
'
両
者
を
別
個
の
不
動
産
と
し
て

取
り
扱
う
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
､
そ
れ
を
受
け
て
､
新
た
に
､
土
地
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
を
実
行
す
る
と
き
に
は
､
土
地
と
と
も

に
地
上
建
物
を
競
売
す
る
､
と
い
う
趣
旨
の
修
正
案
が
授
示
さ
れ
た
｡
抵
当
権
実
行
を
機
縁
と
し
た
地
上
権
の
設
定
を
拒
案
し
な

か
っ
た
理
由
は
'
当
初
､
梅
博
士
は
'
抵
当
権
設
定
時
に
建
物
が
存
在
し
た
か
否
か
に
よ
り
'
関
係
当
事
者
の
利
益
状
況
が
異
な
る

と
認
曲
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
､
土
地
抵
当
権
設
定
後
に
建
物
が
築
造
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
'
右
の
よ
う
な
地
上
権
設
定
を
容

認
す
る
こ
と
は
'
土
地
抵
当
権
者
の
利
益
を
害
す
る
､
と
考
え
て
い
た
こ
と
と
'
地
上
権
を
設
定
す
る
方
向
の
案
と
し
て
は
'
裁
判

所
が
'
土
地
に
設
定
さ
れ
る
地
上
権
の
地
代
を
定
め
た
後
に
､
地
上
権
の
負
担
付
き
の
土
地
を
娩
売
す
る
'
と
い
う
も
の
を
考
え
て

い
た
が
'
そ
れ
は
'
裁
判
所
の
負
担
が
大
き
く
'
そ
も
そ
も
'
当
事
者
の
意
図
を
無
視
し
て
'
裁
判
所
に
地
代
を
決
定
を
さ
せ
る
事

(30
)

自
体
'
適
切
で
な
い
t
と
解
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
｡
こ
の
趣
旨
の
見
解
は
'
本
文
以
外
の
議
論
の
な
か
で
は
し
ば
し
ば
現
れ
て

u巨1
n

い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な

1
括
競
売
秦
は
'
土
地
建
物
の
別
個
取
扱
い
が
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
､
と
や
っ
理
由
よ
り
､
削
除
さ

れ
､
抵
当
権
設
定
時
に
建
物
が
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
､
抵
当
権
実
行
を
機
縁
と
し
た
地
上
権
設
定
､
抵
当
権
設
定
時
に
建
物



琉大法学 第 72号 (2004)117

が
隼
追
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
'
土
地
と
共
に
建
物
を

一
括
し
て
放
売
す
る
t
と
い
う
形
の
法
定
地
上
権
､

一
括
晩
売
制
度

が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
立
法
当
時
は
､
土
地
建
物
の
別
個
独
立
性
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
｡

(3
)
例
え
ば
'
松
本
億
雄

｢抵
当
権
と
利
用
権
と
の
銅
盤
に
つ
い
て
の
1
考
察

(
1
)
-
抵
当
権
設
定
後
の
更
地
へ
の
建
物
建
築
に
よ
る
土
地
利
用

の
場
合
-
｣
民
商
八
〇
巻
三
号
二
八
三
男

(
1
九
八
〇
年
)､
田
中
尭
志

｢土
地

･
建
物
の
一
体
化
と
法
定
地
上
権

･
1
括
頼
売
制
度
｣
静
法

二
巷
三
=
四
号

一
寅

二

九
九
八
年
)｡

(4
)
F日
本
近
代
立
法
資
料
恭
啓
2

法
典
調
査
会

民
法
故
事
速
紀
良
二
』
七
九
三
頁
以
下

(商
事
法
務
研
究
会

1
九
八
四
年
)｡

(5
)
例
え
ば
'
法
典
調
査
会
民
法
故
事
速
配
線
二
･
七
九
五
貢

(横
田
)
､

八
〇
七
頁

(尾
崎
)
'
八
〇
八
頁

(長
谷
川
)｡

(6
)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
妃
録
二
･
七
九
五
頁
以
下

(横
田
)
'
七
九
六
頁
以
下

(高
木
)
'
八
〇
二
頁

(土
方
)'
八
〇
四
貢

(高
木
)
等
｡

(7
)
法
典
調
査
会
民
法
托
中
速
配
線
二
･
八
〇
五
頁

(磯
部
)
｡

(8
)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
逆
児
録
二
･
九
二
三
頁

(高
木
)｡

(9
)
法
典
粥
査
会
民
法
故
事
速
配
線
二
･
八
〇
三
貢
以
下

(田
部
)｡
具
体
的
に
は
'
土
地
へ
の
抵
当
権
設
定
後
に
建
物
を
串
通
し
た
場
合
'
土
地

登
紀
称
に
は
､
抵
当
権
の
登
紀
が
紀
載
さ
れ
て
い
る
が
､
建
物
亜
紀
静
に
は
､
抵
当
権
の
畳
紀
は
紀
赦
さ
れ
な
い
た
め
､
抵
当
権
者
は
､
自
己

の
抵
当
権
の
効
力
が
及
ん
で
い
る
建
物
の
存
在
を
知
り
得
な
い
､
と
か
'
土
地
抵
当
権
の
効
力
が
､
登
記
の
有
無
に
関
係
な
く
'
建
物
に
も
及

ぶ
と
し
た
と
し
て
も
'
そ
の
効
力
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
'
結
局
､
登
記
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
t
と
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
て
い
る
｡

(t
)
法
典
網
査
会
民
法
桟
申
達
妃
録
二
･
八
〇
八
頁

(長
谷
川
)｡

(〓
)
法
典
桐
査
会
民
法
韻
事
速
配
線
二
･
･
八
五
六
頁
.
し
か
し
､
そ
の
後
､
現
行
八
七
条
の
奄
弘
に
お
い
て
も
､
起
草
者
グ
ル
ー
プ
は
､
土
地
建

物
の
一
体
的
取
扱
い
を
捉
案
し
て
い
る
｡
こ
の
捷
束
に
対
し
て
は
'
抵
当
権
の
辛
に
お
け
る
土
地
建
物
別
個
取
扱
い
の
根
拠
と
な
っ
た
慣
習
に
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背
く
こ
と
に
な
る
､
あ
る
い
は
､
土
地
の
売
却
に
よ
り
､
建
物
ま
で
も
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
t
と
い
う
反
論
が
出
さ
れ
､
そ
の
結
果
､
同
条

に
お
い
て
も
'
土
地
建
物
は
､
別
個
の
不
軌
産
と
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(r日
本
近
代
立
法
米
料
運
否
_4

法
典
調
査
会
民
法
整
理
会

議
事
速
紀
録
一
三
六
頁
以
下
∧
商
事
法
務
研
究
会
'

1
九
八
八
年
∨
)｡

(t2
)
法
典
調
査
会
民
法
譲
串
速
記
録
二
･
九

一
八
頁
｡

(13
)
法
典
桐
査
会
民
法
議
事
遠
田
録
二
･
九

一
九
頁

(梶
)
｡

(_
)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
紀
録
二
･
九
二
三
頁

(高
木
)､
九
二
六
頁

(元
田
)｡

(t5
)
法
典
嗣
査
会
民
法
講
中
速
紀
録
二
･
九
二
六
貢

(元
田
)｡
も
っ
と
も
'
梅
博
士
は
'
奴
宛
法
上
も
'
土
地
建
物
を

l
括
し
て
汝
落
さ
せ
る
こ

と
を
考
え
て
い
た
様
子
で
あ
る

(法
典
調
査
会
民
絵
描
申
達
配
線
二
･
九
二
二
頁
)｡

(捕
)
法
典
調
査
会
民
法
払
事
速
記
録
二
･
九
二
四
頁

(土
方
)
｡

(t
)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
配
線
二
･
九
二
五
頁

(元
田
)｡
梅
博
士
は
､
弗
三
者
が
'
抵
当
地
に
建
物
を
築
造
し
た
場
合
に
つ
い
て
､
当
妓
建

物
の
築
造
は
'
土
地
が
放
宛
さ
れ
る
事
態
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
'
建
物
は
'
土
地
抵
当
権
の
実
行
の
結
果
'
取
り
壊
さ
れ
て
も
よ

い
が
､
抵
当
地
と
共
に
売
却
し
得
る
と
す
る
こ
と
は
､
穏
当
で
は
な
い
､
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る

(法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
紀
録
二
･

九
三
〇
頁
以
下
)｡

(_8
)
福
岡
高
決
昭
三
八
･
六

･
一
九
日

(下
民
典

一
六
巻

一
一
八
〇
頁
)'
東
京
高
決
平
六

･
八
･
九

(金
法

二
二
九
八
号

一
二
三
頁
)
｡

(_
)
法
典
調
査
会
民
法
施
事
速
記
録
二
･
九
二
二
頁
以
下

(高
木
)
'
九
二
七
頁

(高
木
)｡

(20
)
法
典
調
査
会
民
法
払
申
達
妃
録
二
･
九
二
四
貢

(土
方
)｡

(21
)
法
典
調
査
会
民
法
強
申
達
紀
録
二
･
九
二
五
頁
以
下

(元
田
)
､
九
二
七
寅

(元
田
)｡

(22
)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
二
･
九
二
七
貢

(梶
)
｡

(23
)
法
典
駒
査
会
民
法
故
事
速
記
録
二
･
九
二
八
貢
以
下
｡

(24
)
法
典
調
査
会
民
法
謙
申
達
把
持
二
･
九
五
〇
貢
以
下
｡

(25
)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
妃
録
二
･
九
五
三
頁

(梶
)
｡
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(2
)
法
典
調
査
会
民
法
強
中
速
配
線
二
･
九
五
四
真
以
下

(棉
)｡

(2
)
法
典
調
査
会
民
法
議
中
速
紀
録
二
･
九
五
六
頁

(織
部
)｡

(2
)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
配
線
二
･
九
五
七
頁

(梅
)｡

(2
)
法
典
調
査
会
民
法
抜
申
速
記
録
二
･
七
九
五
貢

(梶
)
｡

(3
)
法
典
嗣
査
会
民
法
故
事
速
把
録
二
･
九
二
三
頁

(梶
)｡

(3
)
法
典
調
査
会
民
法
鵠
申
達
妃
緑
二
･
九
五
三
貢

(梅
).

三

判
例
理
絵
の
問
題
点

民
法
制
定
後
､
法
定
地
上
権
制
度
は
､
判
例
に
よ
る
拡
張
解
釈
を
通
じ
て
'
建
物
の
保
碑
に
寄
与
し
て
き
た
｡
こ
の
よ
う
な
拡
張

解
釈
の
傾
向
､
及
び
'
法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
す
る
判
例
理
論
は
'
概
ね
支
持
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
右
の
判
例
理
論
に
は
'

問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
典
型
は
､
(-
)
更
地
事
例
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
間
庵
に
妥
当
な
解
決
を
導
け
な
い
こ
と
が
'
法
定
地

(3
)

上
権
制
度
最
大
の
問
題
点
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
す
る
判
例
の
中
で
'
残
さ
れ
た
問
髄
と
し
て
は
'

(2
)
共
有
不
動
産
に
関
す
る
事
例
が
あ
る
｡
こ
の
間
超
に
つ
い
て
は
'
最
高
裁
の
見
解
が
明
ら
か
と
な
り
､
且
つ
'
平
成
三
年
に

新
設
さ
れ
た
借
地
借
家
法
一
五
条

(自
己
借
地
権
制
度
)
に
よ
り
､
紛
争
の
予
防
が
可
能
と
な
っ
た
｡
し
か
し
､
共
有
形
態
い
か
ん

に
よ
っ
て
は
､
問
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
ほ
か
'
(2
)
と
同
様
､
近
時
'
最
高
裁
の
見
解
が
明
ら
か
と
な
っ
た

問
題
と
し
て
は
'
(3
)
共
同
抵
当
再
築
事
例
が
あ
る
が
'
当
鼓
判
決
に
つ
い
て
も
､
理
論
的
な
整
合
性
等
に
つ
い
て
'
異
論
が
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
以
下
で
は
､
こ
れ
ら
三
種
類
の
判
例
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
､
法
定
地
上

権
制
度
自
体
の
問
題
を
考
え
る
｡
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-

更
地
事
例

当
蔽
問
髄
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

･
ケ
ー
ス
は
'
大
判
大
四

･
七

･
l

(民
録
二
1
輯

二
三

三
頁
)
で
あ
る
｡
本
件
事
案
は
､
A
所

有
の
更
地
に
Ⅹ
に
対
す
る
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
後
t
A
所
有
の
建
物
が
建
築
さ
れ
､
さ
ら
に
'
当
該
建
物
に
Y
に
対
す
る
抵
当
権

が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
､
Ⅹ
が
抵
当
権
を
実
行
'
枚
落
'
さ
ら
に
そ
の
後
t
Y
が
抵
当
権
を
実
行
､
放
落
し
た
た
め
t
X
が
t

Y
に
土
地
の
明
渡
し
を
請
求
し
た
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
大
審
院
は
'
本
件
事
案
に
つ
い
て
'
民
法
三
八
八
条
は
､
三
八
九
条
と

の
関
係
よ
り
'
抵
当
権
設
定
時
に
'
建
物
が
土
地
の
上
に
存
在
す
る
場
合
を
予
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
､
及
び
土
地

へ
の

抵
当
権
設
定
当
時
'
建
物
が
土
地
の
上
に
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
'
抵
当
権
者
は
､
負
担
の
な
い
土
地
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し

た
上
で
､
抵
当
権
を
設
定
し
た
の
で
あ
り
､
当
該
土
地
が
地
上
権
等
の
負
担
を
受
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
'
そ
の
意
に
反
す
る
､
と
い

う
理
由
よ
り
､
法
定
地
上
権
の
成
立
を
否
定
し
た
｡

こ
の
よ
う
な
判
例
の
見
解
に
対
し
て
'
別
の
価
値
基
準
に
基
づ
く
意
見
も
存
在
す
る
｡
例
え
ば
'
柚
木
博
士
は
､
①
抵
当
権
設
定

後
､
抵
当
権
設
定
者
の
使
用
収
益
は
禁
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
､
む
し
ろ
'
抵
当
地
へ
の
建
物
の
建
築
を
通
じ
て
抵
当
地
の
価
値
の
増
大

に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
く
'
民
法
が
そ
れ
を
希
望
し
て
い
る
の
に
'
放
落
を
機
に
建
物
を
収
去
さ
せ
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
､
②
土

(33
)

地
抵
当
権
者
は
'
後
に
建
築
さ
れ
る
建
物
の
た
め
に
､
当
該
土
地
が
地
上
権
の
負
担
を
負
う
こ
と
を
予
期
す
る
べ
き
で
あ
る
､
③
土

地
抵
当
権
者
は
'
抵
当
権
設
定
後
に
建
築
さ
れ
た
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
､
土
地
建
物

(A
)

の
一
括
放
売
権

(旧
三
八
九
条
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る
､
と
い
う
理
由
よ
り
'
法
定
地
上
権
の
成
立
を
主
張
さ
れ
る
｡

右
の
判
決
の
内
容
と
柚
木
説
を
比
較
す
る
と
'
前
者
は
'
先
述
の
法
定
地
上
権
制
度
及
び

1
括
競
売
制
度
の
立
法
経
緯
を
重
視
し

た
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
､
後
者
は
､
抵
当
地
の
利
用
を
重
視
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
も
っ
と
も
､
立

法
時
に
お
い
て
も
'
更
地
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
と
利
用
権
の
調
整
に
つ
い
て
､
特
に
'
賃
借
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
､
問
題
が
授
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さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
梅
博
士
は
、
物
権
で
あ
る
抵
当
権
が
賃
借
権
に
優
先
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
抵
当
地
の
利
用
権
の
保

（
魂
）

讃
は
、
短
期
賃
貸
借
制
度
（
旧
一
二
九
五
条
）
に
よ
り
図
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
更
地
事
例
に
つ
い
て
は
、
抵
当
権
設
定
当
事
者
間
に
存
在
し
た
個
別
具
体
的
事
情
の
取
扱
い
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
者
が
、
建
物
の
築
造
を
承
認
し
、
実
際
に
建
物
の
土
台
が
築
造
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
場
合
、
あ
る
い

は
、
抵
当
権
設
定
当
事
者
が
、
建
物
を
築
造
し
た
と
き
は
、
地
上
権
を
設
定
す
る
旨
を
合
意
し
て
い
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
個
別
具

（
洲
）

体
的
事
情
を
考
慮
し
て
、
土
地
の
競
落
を
機
に
法
定
地
上
権
の
設
定
を
認
め
得
る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
も
の
の
、
他
方
で
、
抵
当
権
者
は
、
更
地
と
評
価
し
て

お
り
、
且
つ
、
抵
当
権
者
自
身
が
競
落
し
て
い
た
、
と
い
う
事
情
よ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
競
落
人
が
、
他
人
の
行
為
（
抵
当
権

設
定
当
事
者
の
合
意
）
に
よ
り
、
み
だ
り
に
そ
の
所
有
地
に
地
上
権
を
負
担
す
る
理
由
は
な
い
と
い
う
理
由
よ
り
、
法
定
地
上
権

の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。

２
共
有
不
動
産
の
事
例

こ
の
問
題
は
、
例
え
ば
、
Ａ
Ｂ
が
共
有
し
て
い
る
土
地
に
Ａ
が
建
物
を
所
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ａ
の
土
地
持
分
権
に
つ
い
て
、

抵
当
権
が
設
定
さ
れ
、
更
に
、
こ
れ
が
実
行
を
受
け
た
場
合
、
共
有
地
に
法
定
地
上
権
の
成
立
を
容
認
し
得
る
か
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
同
様
の
問
題
は
、
昭
和
五
八
年
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
一
二
条
に
お
い
て
、
専
有
部
分
と

（
訂
）

土
地
利
用
権
の
分
離
処
分
が
禁
止
さ
れ
る
以
前
に
は
、
区
分
所
有
建
物
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
。

こ
の
問
題
は
、
多
様
な
土
地
建
物
の
共
有
形
態
に
お
い
て
生
じ
得
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
ま
で
に
、
各
共
有
形
態
に
お
い
て
生
じ

（
粥
）

た
問
題
に
つ
い
て
、
最
高
裁
の
見
解
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
総
〈
口
す
る
と
、
判
例
は
、
土
地
の
共
有
持
分
に
抵
当
権

が
設
定
さ
れ
、
こ
れ
が
実
行
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
定
地
上
権
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
共
有
地
に
法
定
地
上
権
と
い

各
共
有
形
態
に
お
い
て
生
じ

土
地
の
共
有
持
分
に
抵
当
権

共
有
地
に
法
定
地
上
権
と
い
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う
負
担
を
課
す
こ
と
は
'
共
有
地
の
処
分
行
為
に
該
当
し
､
共
有
者
全
且
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
'
及
び
共
有
地
へ
の
法
定
地

上
権
の
成
立
は
､
他
の
土
地
持
分
権
者
の
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
､
と
い
う
理
由
で
あ
る
｡
更
に
､
判
例
は
､
抵
当

権
設
定
者
以
外
の
土
地
共
有
者
が
'
法
定
地
上
権
の
成
立
を
容
認
し
て
い
た
と
し
て
も
'
土
地
持
分
権
の
放
落
人
を
保
碑
す
る
た
め
'

(39
)

そ
れ
が
客
観
的
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
限
り
'
法
定
地
上
権
の
成
立
を
認
め
な
い
｡

し
か
し
'
平
成
三
年
の
借
地
借
家
法
制
定
時
に
新
設
さ
れ
た
自
己
借
地
権
制
度

(借
地
借
家
法

一
五
条
)
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
､
当
政
敵
地
利
用
権
問
題
は
､
回
避
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
も
っ
と
も
､
持
分
へ
の
抵
当
権
の
設
定
に
先
立
ち
'
自
己
借
地
権

の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
'
従
来
通
り
'
こ
の
間
題
が
生
じ
る
｡
ま
た
､
そ
も
そ
も
､
冒
頭
の
例
の
よ
う
に
'
土

地
の
持
分
椿
者
の
一
人
が
共
有
地
上
に
建
物
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
'
同
条
の
自
己
借
地
権
制
度
は
利
用
し
得
な
い
｡

こ
の
た
め
､
現
時
点
で
は
'
こ
の
よ
う
な
共
有
形
態
の
土
地
建
物
の
所
有
者

(持
分
権
者
)
は
'
自
己
の
不
動
産
の
担
保
価
値
を
利

用
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
｡

3

共
同
抵
当
再
築
事
例

共
同
抵
当
再
築
事
例
の
問
題
と
は
､
同

1
所
有
者
に
帰
属
す
る
土
地
建
物
に
共
同
抵
当
を
設
定
し
た
も
の
の
'
建
物
が
取
壊
さ
れ
､

再
集
さ
れ
た
場
合
'
土
地
抵
当
権
の
実
行
を
契
機
に
'
法
定
地
上
権
の
成
立
を
容
認
し
得
る
か
否
か
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

問
題
に
関
す
る
最
上
級
審
判
決
と
し
て
は
'
古
く
は
､
大
判
昭

一
三

･
五

二

一五

(民
集

一
七
巻

一
一
〇
〇
頁
)
が
あ
る
｡
本
件
事

束
は
t
Y
が
A
に
対
し
て
'
自
己
所
有
の
土
地
建
物
に
共
同
抵
当
を
設
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
､
建
物
が
火
災
に
よ
り
消
失
し
た
た
め
t

Y
の
妻
で
あ
る
Y
が
'
右
建
物
と
位
置
構
造
梅
錦
が
同
様
の
新
建
物
を
建
築
し
て
い
た
が
､
そ
の
後
'
土
地
抵
当
権
の
実
行
の
結
果
､

X
が
当
蔽
土
地
を
放
落
し
た
た
め
t
.>
所
有
の
新
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
か
否
か
が
問
増
と
な
っ
た
t
と
い
う
も

の
で
あ
る
｡
右
の
大
審
院
判
決
は
'
本
件
事
案
に
つ
い
て
､
民
法
三
八
八
条
の
法
理
は
､
土
地
建
物
の

一
方
の
み
に
抵
当
権
が
設
定
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さ
れ
た
場
合
と
土
地
建
物
の
共
同
抵
当
の
場
合
で
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
大
判
昭
一
○
・
八
・
一
○
（
民
集
一
四
巻
一
五
四
九
頁
）

で
は
、
土
地
建
物
の
一
方
の
み
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
後
に
、
建
物
が
滅
失
、
再
築
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
法
定
地
上
権
の
成
立

を
容
認
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
新
建
物
に
つ
い
て
、
法
定
地
上
権
を
容
認
し
得
る
、
と
判
示
し
た
。

（
佃
）

右
判
決
の
理
解
は
、
個
別
価
値
考
慮
説
と
呼
ば
れ
、
近
時
ま
で
支
持
さ
れ
て
来
た
が
、
再
築
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
の
成
立

を
容
認
す
る
こ
の
判
例
理
論
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
期
に
、
土
地
抵
当
権
の
実
行
妨
害
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事

情
も
あ
り
、
東
京
地
裁
執
行
処
分
平
成
四
・
六
・
八
（
金
法
一
一
一
一
一
一
四
号
一
一
一
六
頁
）
は
、
全
体
価
値
考
慮
説
に
よ
る
新
た
な
解
釈
を

打
ち
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
最
判
平
九
・
一
一
・
一
四
（
民
集
五
一
巻
二
号
三
七
五
頁
）
が
、
同
説
を
採
用
し
た
。

本
判
決
の
事
案
は
、
弧
が
、
Ｘ
に
対
し
て
、
自
己
所
有
の
土
地
建
物
に
共
同
抵
当
を
設
定
し
た
が
、
Ｘ
の
承
諾
を
得
た
上
で
、
建

物
を
取
壊
し
、
そ
の
結
果
、
Ｘ
が
本
件
土
地
を
更
地
と
し
て
評
価
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
他
方
で
矩
が
、
Ⅵ
よ
り
本
件
土
地
を
賃
借

し
、
さ
ら
に
、
賃
借
権
の
仮
登
記
を
し
た
上
で
、
新
建
物
を
建
築
し
た
た
め
、
Ｘ
が
旧
一
一
一
九
五
条
但
書
に
基
づ
き
本
件
賃
貸
借
の
解

除
を
求
め
、
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
ら
は
、
新
建
物
の
た
め
の
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
、
と
主
張
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本

判
決
は
、
本
件
事
案
に
つ
い
て
、
「
土
地
及
び
地
上
建
物
に
共
同
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
、
抵
当
権
者
は
土
地
及
び
建
物
全
体

の
担
保
価
値
を
把
握
し
て
い
る
か
ら
、
抵
当
権
の
設
定
さ
れ
た
建
物
が
存
続
す
る
限
り
は
当
該
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
が
成
立

す
る
こ
と
を
許
容
す
る
が
、
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
は
土
地
に
つ
い
て
法
定
地
上
権
の
制
約
の
な
い
更
地
と
し
て
の
担
保
価
値

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
抵
当
権
設
定
当
事
者
の
合
理
的
意
思
で
あ
り
、
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
な
い
新
建
物
の
た
め
に
法
定
地

上
権
の
成
立
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
抵
当
権
者
は
、
当
初
は
土
地
全
体
の
価
値
を
把
握
し
て
い
た
の
に
、
そ
の
担
保
価
値
が
法
定
地

上
権
の
価
格
相
当
の
価
値
だ
け
減
少
し
た
土
地
の
価
値
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
不
測
の
損
害
を
被
る
結
果
に
な
り
、
抵
当

権
設
定
当
事
者
の
合
理
的
な
意
思
に
反
す
る
」
と
い
う
理
由
よ
り
、
「
新
建
物
の
所
有
者
が
土
地
の
所
有
者
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
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新
建
物
が
建
築
さ
れ
た
時
点
で
の
土
地
の
抵
当
権
者
が
新
建
物
に
つ
い
て
土
地
の
抵
当
権
と
同
順
位
の
共
同
抵
当
権
の
設
定
を
受
け

た
と
き
等
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
､
新
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
は
成
立
し
な
い
｣
と
判
示
し
た
｡

右
判
決
の
見
解
は
'
そ
の
後
､
最
判
平
九

･
六

･
五

(民
集
五

1
巻
五
号
二

一
二
ハ
貢
)
に
お
い
て
も
､
臓
処
さ
れ
て
お
り
､
原

u汀
E

則
的
に
法
定
地
上
権
の
成
立
を
否
定
す
る
同
判
決
の
結
論
は
'
支
持
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
と
同
時
に
'
本
判
決
の
採
用
し

て
い
る
全
体
価
値
考
慮
税
に
つ
い
て
は
'
理
論
的
な
整
合
性
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
存
在
す
る
｡
例
え
ば
､
高
木
教
授
は
'
共
同
抵

当
の
設
定
当
初
に
つ
い
て
､
土
地
抵
当
権
が
把
握
し
て
い
る
価
値
が
底
地
価
値
な
の
か
､
更
地
価
値
な
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

ら
ず
'
仮
に
底
地
価
値
と
す
る
と
､
法
定
地
上
権
を
否
定
す
る
論
理
が
危
う
く
な
り
'
更
地
価
値
と
す
る
と
'
利
用
権
な
く
し
て
存

じ馳
E

続
し
得
な
い
建
物
に
独
立
の
不
動
産
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
わ
が
国
の
物
権
法
体
系
の
基
礎
に
抵
触
す
る
､
と
か
'
建
物
の
滅
失

3FE
正

を
通
じ
て
､
建
物
抵
当
権
に
把
握
さ
れ
て
い
た
土
地
の
利
用
権
の
価
格
が
土
地
抵
当
権
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
､
と
指

摘
さ
れ
る
｡

ま
た
'
同
税
は
､
土
地
抵
当
権
に
よ
り
底
地
価
格
'
建
物
抵
当
権
に
よ
り
法
定
地
上
権
付
き
建
物
の
価
値
を
把
握
し
て
い
る
t
と

い
う
理
解
を
前
提
と
し
た
考
え
方
で
あ
る
が
'
土
地
建
物
の
共
同
抵
当
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
'
担
保
実
務
の
常
識
か
ら

帝
麻
し
て
い
る
t
と
も
青
わ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
堀
氏
は
､
土
地
建
物
に
共
同
抵
当
を
設
定
す
る
場
合
に
は
'
抵
当
権
者
は
'

法
定
地
上
権
の
こ
と
は
念
頭
に
な
く
'
土
地
建
物
の

1
体
的
な
担
保
評
価
､
さ
ら
に
そ
の
多
く
は
､
土
地
を
中
心
と
し
た
担
保
評
価

(S
)

を
し
て
い
る
t
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
共
同
抵
当
再
築
事
例
に
つ
い
て
は
､
判
例
上
'
全
体
価
値
考
慮
説
を
採
用
し
て
､
原
則
的
に
法
定
地
上
権
の
成
立

を
否
定
す
る
取
り
扱
い
が
定
着
し
て
い
る
が
､
そ
れ
と
共
に
､
右
の
よ
う
な
理
論
上
の
問
題
点
'
及
び
担
保
実
務
上
の
取
り
扱
い
か

ら
の
帝
解
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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【
若
干
の
検
討
】
民
法
制
定
後
、
法
定
地
上
権
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
複
雑
な
判
例
理
論
が
構
築
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

全
く
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
法
定
地
上
権
制
度
自
体
の
問
題
も
浮
き
彫
り
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
一
面
が
あ
る
。
本
節
で
言
及
し
た
個
々
の
法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
す
る
問
題
点
は
、
以
下
の
よ
う
な
法
定

地
上
権
制
度
の
本
質
的
な
問
題
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

｜
つ
は
、
更
地
事
例
に
つ
い
て
は
、
抵
当
権
者
の
意
思
と
予
測
、
及
び
法
定
地
上
権
制
度
の
立
法
経
緯
を
尊
重
し
た
場
合
、
抵
当

地
の
利
用
を
保
護
す
る
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
困
難
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柚
木
説
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ

れ
ま
で
構
築
さ
れ
て
き
た
法
定
地
上
権
の
判
例
理
論
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
法
定
地
上
権
制
度
は
、
更
地
事
例
や
、
共
有
不
動
産
の
事
例
に
現
れ
た
よ
う
な
、
抵
当
権
設
定
当
事
者
及
び
利
害

関
係
者
間
の
個
別
具
体
的
な
事
情
を
斜
酌
し
て
、
柔
軟
に
地
上
権
の
成
立
を
容
認
し
、
建
物
保
護
を
図
る
こ
と
が
困
難
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
最
判
昭
五
二
・
一
○
・
一
一
（
民
集
三
一
巻
六
号
七
八
五
頁
）
は
、
抵
当
地
上
の
非
堅
固
建
物
が
堅
固
建

物
に
再
築
さ
れ
た
が
、
抵
当
権
者
が
、
当
該
再
築
を
承
認
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
存
在
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
再
築
建
物
を
基
準

と
し
た
法
定
地
上
権
の
成
立
を
容
認
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
を
斜
酌
し
て
、
法
定
地

上
権
の
成
立
を
容
認
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
該
事
案
は
、
抵
当
権
者
が
、
建
物
の
再
築
を
前
提
に
担
保
評
価
を
行
い
、
且
つ
、
抵
当

権
者
自
身
が
競
落
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

個
別
具
体
的
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
法
定
地
上
権
の
成
立
を
容
認
す
る
こ
と
が
困
難
な
理
由
は
、
抵
当
権
者
及
び
競
落
人
の
利
益

保
護
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
第
一
一
一
者
に
よ
る
競
落
を
想
定
し
た
場
合
、
第
三
者
が
予
測
困
難
な
個
別
具
体
的
事
情
を
鴎
酌
し

て
、
法
定
地
上
権
の
成
否
を
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
で
は
、
民
事
執
行
法
上
に
物
件
明
細
書
制
度
（
六
二
条
）
が
置
か
れ
、

法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
点
か
ら
、
競
落
希
望
者
は
、
法
定
地
上
権
の
成
否
を
予
測
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(45
)

可
能
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
物
件
明
細
尋
の
記
載
は
､
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
た
め
'
競
落
人
保
碑
に
は
十
分
と
は

言
え
な
い
｡

法定地上権制度に関する立法論的換討 (-)(上河内千香子)

(32
)
我
妻
栄

『新
訂

担
保
物
権
法
』
三
五
二
貢
以
下

(岩
波
専
店

一
九
七
五
年
)
は
､
解
釈
論
と
し
て
'
判
例
に
賛
成
す
る
も
の
の
'
こ
の
よ

う
な
結
果
は
'
抵
当
地
の
利
用
を
妨
げ
る

一
大
障
事
で
あ
り
､
立
法
上
再
考
を
要
す
る
価
値
権
と
用
益
権
の
不
調
和
､
と
評
し
て
い
る
｡

(3
)
も
っ
と
も
'
柚
木
専

『担
保
物
権
法
｣二
二
二
二
頁
以
下

(法
律
学
全
集
19

有
斐
閣

1
九
六
四
年
)
で
は
､
こ
の
場
合
の
地
上
権
の
内
容
は
'

当
初
よ
り
建
物
が
存
在
し
た
場
合
の
権
衡
上
､
土
地
抵
当
権
者
に
と
っ
て
負
担
の
も
っ
と
も
軽
い
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
t
と
考
え
ら
れ
て

い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
｡

(34
)
柚
木
･
前
掲
注

(33
)
三
二
二
貢
以
下
｡
な
お
'
松
本
･
前
掲
注

(3
)
六
二
頁
以
下
も
､
関
係
当
事
者
の
利
益
及
び
不
動
産
鑑
定
評
価
を
検

討
し
た
括
果
'
柚
木
税
と
同
様
の
立
場
に
立
つ
｡

(3
)
本
稿

7
1
玉
東
参
照
｡

(3
)
前
者
に
つ
い
て
､
最
判
昭
三
六

二
1
･
1
0

(民
典

一
五
巻
二
号
二
1
九
頁
)､
後
者
に
つ
い
て
'
大
判
大
七

･
]
二
･
六

(民
録
二
四
樹
二

三
〇
二
貢
)｡

(37
)
東
京
地
決
昭
五
二
･
一
〇
･
二
七

(判
時
八
八
二
号
六
三
頁
)､
東
京
地
判
昭
五
三
･
二
･
一
(判
時
九

一
七
号
八
六
頁
)'
東
京
地
判
昭
五
八

･
八
二
一六

(金
判
七
〇
〇
号
三
一
頁
)
､
東
京
高
判
平
二
二
二
二
一七

(判
時

二
二
五
五
号
五
九
頁
)､
東
京
高
判
平
三
･
一
･
一
七

(判
夕

七
六
八
号

一
五
九
貢
)
'
東
京
地
判
平
三
･
一
･
三
〇

(金
法

一
二
九

一
号
三

一
頁
)｡

(38
)
点
判
昭
二
九
･
一
二
･
二
三

(民
典
八
巻

一
二
号
二
二
三
五
頁
)'
最
判
昭
四
四
･
一
一
･
四

(民
集
二
三
巻

一
一
号

一
九
六
八
頁
)､
最
判
昭

四
六
･
二

丁

二
一
(民
集
二
五
巻
九
号

一
六

一
〇
貢
)
'
最
判
平
六
･
四
･
七

(民
集
四
八
巻
三
号
八
八
九
頁
)
､
最
判
平
六
･
二

一
･
二
〇

(民
典
四
八
巻
八
号

1
四
七
〇
頁
)｡
な
お
､
こ
の
間
噂
の
詳
細
に
つ
い
て
は
'
上
河
内

r共
有
不
動
産
に
お
け
る
法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
す

る
判
断
基
準
｣
広
法
二
1
巻
三
号

二
二
五
頁
以
下

(
1
九
九
八
年
)
参
照
｡
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(3
)
点
判
昭
四
四
･
二

･
四

(民
典
二
三
巻

二

号

1
九
六
八
東
)｡

(4
)
共
同
抵
当
再
集
事
例
に
関
す
る
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
､
伊
藤
進

｢土
地
建
物
共
同
抵
当
に
お
け
る
建
物
再
集
と
法
定
地
上
権

(上
)｣
ジ
ユ

リ
一
〇
五
五
号

一
四
〇
頁
以
下

二

九
九
四
年
)
参
照
｡

(41
)
た
だ
し
､
大
阪
地
判
平
九

･
三

･
二
一
(判
時

一
六
三
八
号

一
一
六
頁
)
は
､
別
の
構
成
を
採
用
し
て
い
る
｡

(
42
)

高
木
多
寄
男

r共
同
抵
当
権
設
定
後
に
お
け
る
建
物
の
取
壊
し

･
新
築
と
法
定
地
上
権
｣
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
八
年

(上
)
二
〇
責
以
下
｡

(舶
)
高
木
多
音
男

r共
同
抵
当
に
お
け
る
最
近
の
勝
間
唖
｣
金
法

1
三
四
九
号

二
二
頁

二

九
九
三
年
)｡

(4
)
堀
他
見

r共
同
抵
当
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
土
地

･
建
物
の
内
唖
物
が
取
り
壊
さ
れ
て
新
建
物
が
建
築
さ
れ
た
場
合
の
法
定
地
上
権
の
存
否
｣

判
夕
六
七

一
号
六
九
頁

二

九
九
八
年
)｡

(4
)
松
山
地
判
平
六

･
六
二
1二

(判
時

一
五
三

1
号

1
二
五
頁
)｡

四

法
定
地
上
権
制
度
に
関
す
る
学
説
の
見
解

-

法
定
地
上
権
制
度
の
問
髄
点

(㈹
)

学
魂
は
'
特
に
'
上
述
の
三
つ
の
判
例
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
'
民
法
三
八
八
条
の
拡
張
解
釈
の
限
界
'
ひ
い
て
は
'
法
定
地
上

127

権
制
度
の
不
備
を
指
摘
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
法
定
地
上
権
制
度
へ
の
懐
疑
的
な
意
見
の
う
ち
､
特
に
'
法
定
地
上
権
制
度
の
不
備
､

あ
る
い
は
､
問
題
点
t
と
い
う
形
で
､
明
白
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
内
容
は
､
以
下
の
五
点
に
集
約
で
き
る
｡

ま
ず
第

一
は
､
建
物
の
存
続
を
図
る
と
い
う
制
度
趣
旨
か
ら
す
る
と
､
民
法
三
八
八
魚
の
成
立
要
件
は
'
狭
す
ぎ
る
､
と
い
う
こ

(4
)

と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
民
法
三
八
八
条
は
'
法
定
地
上
権
を
成
立
さ
せ
て
建
物
の
存
続
を
保
韓
す
る
要
件
を

｢土
地
及
ヒ
其
ノ
上
二

存
ス
ル
建
物
力
同

一
ノ
所
有
者
二
属
ス
ル
場
合
こ
於
テ
其
土
地
又
ハ
建
物
ノ
ミ
ヲ
抵
当
卜
為
シ
タ
ル
｣
場
合
に
限
定
し
て
い
る
こ
と

(S
)

を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
｡
第
二
は
'
法
定
地
上
権
の
成
否
が
不
明
確
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
抵
当
権
者
や
戊
落
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(㈹
)

人
が
'
抵
当
権
設
定
時
'
あ
る
い
は
､
競
落
時
に
､
法
定
地
上
権
の
成
否
を
予
測
す
る
こ
と
が
困
難
t
と
い
う
事
態
を
惹
起
す
る
｡

(50
)

第
三
は
､
枕
売
時
に
お
い
て
､
成
立
す
る
法
定
地
上
権
の
梅
田
､
存
続
期
間
等
､
内
容
が
不
明
確
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､

放
落
後
に
､
土
地
所
有
者
と
地
上
権
者
と
の
間
で
こ
の
点
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
'
そ
の
間
､
両
者
間
の
関
係
が
不
安
定

(引
)

(5
)

に
な
る
｡
第
四
は
､
公
示
が
不
十
分
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
第
五
は
､
民
法
三
八
八
条
の
予
定
し
て
い
る
借
地
権
が
'
通
常
'
倍

(53
)

地
権
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
賃
借
権
で
は
な
い
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
民
法
三
八
八
条
が
'
地
上
権
を
予
定
し
て
い
る
理
由
は
'

35L.E

民
法
制
定
当
時
､
長
期
の
建
物
維
持
の
た
め
に
は
地
上
権
が
用
い
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
､
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
し

か
し
'
そ
の
結
果
､

一
般
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
借
地
権
を
設
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡

2

法
定
地
上
権
制
度
の
見
直
し
及
び
立
法
論

学
税
は
､
法
定
地
上
権
制
度
に
つ
い
て
'
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
'
法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
す
る
同
額
を
考
え

る
に
あ
た
り
､
以
下
の
よ
う
な
擬
音
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
｡

(-
)
法
定
賃
借
権

前
述
の
通
り
､
民
法
三
八
八
条
が
､
敷
地
利
用
権
と
し
て
地
上
権
を
予
定
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る
見
解
も
多
い
｡
こ
の
こ
と
は
､

近
時
､
前
述
三
2
の
共
有
不
動
産
に
お
け
る
法
定
地
上
権
の
成
否
を
検
討
す
る
際
に
も
主
張
さ
れ
た
｡
例
え
ば
'
半
田
教
授
は
､
当

鼓
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
､
｢民
法
三
八
八
条
の
兵
の
ね
ら
い
は
建
物
の
収
去

･
崩
壊
を
防
ぐ
と
い
う
点
に
あ
り
､
法
定
地
上
権

の
設
定
は
そ
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
､
設
定
せ
ら
る
べ
き
利
用
権
が
地
上
権
で
あ
る
必
然
性
は
な

く
､
法
定
賃
借
権
で
あ
っ
て
も
差
支
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
｣
り
､
賃
借
権
の
物
権
化
の
傾
向
が
著
し
い
今
日
で
は
､
建
物
保
預
と

い
う
民
法
三
八
八
条
の
目
的
の
た
め
に
は
'
当
事
者
の
意
図
に
合
致
す
る
よ
う
に
､
法
定
地
上
権
の
内
容
及
び
効
力
を
貸
借
権
に
縮

(55
)

減
し
て
も
'
同
条
の
立
法
趣
旨
に
反
し
な
い
t
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
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し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
意
見
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
槙
教
授
は
、
民
法
三
八
八
条
等
が
、
賃
借
権
で
は
な
く
、

地
上
権
を
予
定
し
て
い
る
の
は
、
建
物
所
有
の
た
め
の
土
地
利
用
権
の
合
理
的
形
態
を
地
上
権
と
解
し
た
た
め
で
あ
り
、
他
方
、
借

地
法
は
、
賃
借
権
と
地
上
権
の
内
容
を
接
近
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
解
釈
上
も
両
者
の
内
容
の
格
差
を
除
去
す
る
方
向
に
あ

（
別
）

る
こ
と
よ
り
、
民
法
一
二
八
八
条
の
敷
地
利
用
権
は
、
地
上
権
で
あ
る
べ
き
、
と
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
、
民
法
一
一
一
八
八
条
が
地
上
権
を

予
定
し
た
の
は
、
譲
渡
性
を
有
す
る
物
権
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
建
物
に
関
す
る
そ
の
後
の
取
引
を
可
能
に
し
、
建
物
の
利

（
研
）

用
を
よ
り
完
全
に
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
法
一
二
八
八
条
の
内
容
を
賃
借
権
に
改
正
す
る
こ
と

が
妥
当
か
否
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
。

（
２
）
一
括
売
却
に
お
け
る
売
却
代
金
の
割
付
け
と
法
定
地
上
権

他
方
、
法
定
地
上
権
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
実
務
に
つ
い
て
も
、
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
括
売
却
に
付
さ
れ
た
土

地
建
物
の
売
却
代
金
の
割
付
け
を
め
ぐ
り
、
必
ず
、
法
定
地
上
権
価
格
を
前
提
と
し
て
い
る
執
行
実
務
に
つ
い
て
、
そ
の
是
非
を
問

（
詔
）

う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
共
同
抵
当
を
設
定
し
た
土
地
建
物
が
一
括
売
却
さ
れ
、
そ
の
売
却
代
金
の
配
当
を
決
す
る
際

に
、
必
要
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
地
上
権
価
格
を
観
念
し
た
上
で
配
当
が
算
定
さ
れ
て
い
る
取
り
扱
い
を
非
難
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
共
同
抵
当
再
築
事
例
の
問
題
を
考
え
る
際
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

共
同
抵
当
再
築
事
例
の
一
つ
で
あ
る
前
述
最
判
平
九
・
六
・
五
は
、
土
地
と
再
築
建
物
の
一
括
売
却
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
売
却
代

金
の
割
付
を
め
ぐ
っ
て
、
法
定
地
上
権
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
が
、
最
判
平
九
・
二
・
一
四
と
同
様
の
理
由
よ
り
、

法
定
地
上
権
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
裁
判
例
を
前
提
に
し
つ
つ
、
法
定
地
上
権
制
度
は
、
そ
も
そ
も
、
土
地
所

有
者
と
建
物
所
有
者
が
分
離
し
た
場
合
に
、
建
物
の
適
法
な
存
続
を
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
一
括
競
売
が
な
さ
れ
て
、
右
の
よ
う
な
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
配
当
の
割
付
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
成
否
を
論
じ
る
必
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（
調
）

要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
売
却
代
金
授
受
の
当
事
者
の
変
更

ま
た
、
法
定
地
上
権
制
度
に
関
す
る
執
行
実
務
に
つ
い
て
、
競
売
時
に
お
け
る
法
定
地
上
権
価
格
の
授
受
の
当
事
者
を
変
更
す
る

こ
と
に
よ
り
、
法
定
地
上
権
制
度
を
合
理
的
に
運
用
す
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
定
地
上
権
問
題
の
根
元
は
、
不

動
産
競
売
の
際
、
法
定
地
上
権
価
格
が
、
建
物
の
側
に
加
え
て
評
価
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
、
と
い
う
理
解
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
、

土
地
の
評
価
は
、
土
地
自
体
の
価
格
で
あ
り
、
建
物
の
評
価
は
、
建
物
自
体
の
価
格
で
あ
る
た
め
、
①
建
物
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た

場
合
、
建
物
競
落
人
は
、
競
落
し
た
建
物
の
敷
地
利
用
権
と
し
て
、
法
定
地
上
権
を
取
得
す
る
が
、
そ
の
対
価
分
を
建
物
抵
当
権
者

で
は
な
く
、
土
地
所
有
者
に
交
付
す
る
べ
き
で
あ
り
、
右
対
価
の
支
払
い
が
な
い
場
合
に
は
、
土
地
所
有
者
は
、
地
上
権
の
解
除
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
②
土
地
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
土
地
競
落
人
は
、
土
地
自
体
の
価
格
を
買
受
代
金
と
し
て
納

付
し
、
さ
ら
に
、
競
売
を
機
縁
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
法
定
地
上
権
に
つ
い
て
、
建
物
所
有
者
か
ら
法
定
地
上
権
設
定
価

（
即
）

格
を
受
け
取
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
い
場
〈
ロ
に
は
、
地
上
権
を
解
除
で
き
る
、
と
考
え
る
ぺ
き
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
取
扱

い
は
、
抵
当
権
者
の
利
益
保
護
と
法
定
地
上
権
の
成
立
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
理
論
的

に
は
、
共
同
抵
当
再
築
事
例
及
び
更
地
事
例
に
つ
い
て
も
、
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
の
成
立
を
容
認
し
つ
つ
、
抵
当
権
者
の
利

益
保
護
を
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

【
若
干
の
検
討
】
従
来
、
学
説
に
お
い
て
は
、
法
定
地
上
権
制
度
の
問
題
点
及
び
そ
の
改
善
策
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
も
の
が
考
え

ら
れ
て
き
た
。
法
定
地
上
権
制
度
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
中
で
も
、

近
時
は
、
特
に
、
法
定
地
上
権
制
度
の
不
明
確
性
が
指
摘
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
法
定
地
上
権
制
度
の
改
善
策
も
い
く
つ
か



琉大法学 第 72号 (2004)131

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
ら
は
'
法
定
地
上
権
制
度
に
関
す
る
問
題
意
鼓
と
対
応
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
､
そ
う
で
な
い
も
の

も
あ
る
｡
そ
の
う
ち
､
上
述
の
2

(2
)
(3
)
は
'
法
定
地
上
権
に
関
す
る
執
行
実
務
に
対
す
る
揺
集
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
こ
れ
ら

は
'
法
定
地
上
権
制
度
の
改
廃
以
外
に
も
､
現
行
の
法
定
地
上
権
制
度
を
前
提
と
し
て
'
実
務
上
の
取
り
扱
い
を
変
え
て
い
く
t
と

い
う
改
善
策
が
あ
る
'
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
は
'
共
に
'
共
同
抵
当
再
築
事
例
を
検
討
す
る
際
に
提

示
さ
れ
た
考
え
で
あ
る
t
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
｡

(
鵬

)

例
え
ば
､
高
木
多
寄
男

｢法
定
地
上
権
に
関
す
る
最
近
の
裁
判
例
に
つ
い
て
J
神
戸

一
六
巻

1
･
二
号
三
五
四
頁

二

九
六
六
年
)
で
は
､
当

時
の
判
決
の
ほ
と
ん
ど
が
否
定
判
決
と
な
っ
て
い
る
t
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
､
林
千
穂

r法
定
地
上
権
｣
五
八
頁

(総
合
判
例
研
究
恭
啓
民

法

(5
)'
一
粒
社
'
一
九
七
七
年
)
に
お
い
て
も
､
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

(4
)
蔽
重
夫

r法
定
地
上
権
｣
法
学
敬
重

(第

]
期

)

(

2

)

一
一
四
頁

二

九
六

1
年
)｡

(48
)
柚
木
･
前
掲
注

(33
)
三
〇
七
頁
'
抽
木
筆
編

『注
釈
民
法

(9
)』
一
七
八
東

〔柚
木
聾
･
上
田
徹

一
郎
執
筆
〕
(有
斐
閣

一
九
六
五
年
)
'

水
田
耕

一
｢法
定
地
上
権
成
立
の
限
界
｣
金
法
五
五
七
号

1
九
頁

二

九
六
九
午
)
､
鈴
木
正
和

r共
有
土
地
･建
物
の
政
充
と
法
定
地
上
権
｣

判
夕
七
九

1
号
七
〇
頁

(
1
九
九
二
年
)
'
柚
木
磐

･
高
木
多
善
男
編

『新
版

注
釈
民
法

(9
)』
四
八
六
頁

〔生
熊
長
幸
執
筆
〕
(有
斐
閣

一
九
九
八
年
)
｡

(
鯛

)

田
中
寛
志

｢法
定
用
益
権
の
効
力
と
そ
の
内
容
｣
加
藤

一
郎
･林
良
平
編

『担
保
法
大
系
第

一
巻
』
四
九
〇
頁

(金
融
財
政
事
情
研
究
会

一

九
八
四
年
)｡

(5
)
柚
木

･
前
掲
注

(3
)
三
〇
七
寅
､
柚
木
編

･
前
掲
注

(4
)

1
七
八
京

〔柚
木

･
上
田
執
隼
〕
'
柚
木
=
高
木
編

･
前
掲
注

(48
)
四
<
六

頁

〔生
熊
執
筆
)
､
田
中

･
前
掲
注

(舶
)
四
九
〇
真
｡
水
田
･
前
掲
注

(4
)

1
八
頁
以
下
で
は
'
法
定
地
上
権
の
成
立
時
期
が
明
確
に
予

測
し
難
い
こ
と
が
'
そ
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

(51
)
鈴
木
経
常

『借
地
法

(上
)』
二
五
〇
頁

(骨
林
寺
院
新
社

一
九
七

一
年
)｡
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(5
)
抽
木
箱
･
前
掲
注

(4
)

1
七
八
頁

〔柚
木
･
上
田
執
筆
〕
'
柚
木
･
前
掲
注

(3
)
三
〇
七
頁
'
柚
木
=
高
木
編
･
注

(4
)
四
八
六
頁

〔生

熊
執
筆
)
､
荒
木
新
玉

｢土
地
と
地
上
建
物
に
共
同
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
後
に
建
て
替
え
ら
れ
た
新
建
物
に
土
地
の
抵
当
権
と
同
梱
位
の
共

同
抵
当
椎
が
改
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
右
建
物
抵
当
権
の
披
担
保
依
権
に
偉
先
す
る
租
税
債
権
が
あ
る
場
合
の
法
定
地
上
権
の
成
否
｣
判
夕

九
五
七
号
七
四
頁
以
下

二

九
九
八
年
)｡

(5
)
加
藤

一
郎

｢担
保
法
の
展
開
-
実
体
法
の
視
点
か
ら
｣
加
藤

1
郎
･林
良
平
編

r担
保
法
大
系
第

1
巻
』

一
四
頁

(金
融
財
政
事
情
研
究
会

一
九
八
四
年
)'
荒
木

･
前
掲
注

(52
)
七
四
貢
以
下
'
鈴
木

･
前
掲
注

(48
)
七
〇
頁
｡

(5
)
加
藤

･
前
掲
江

(5
)

1
四
寅
｡

(5
)
半
田
正
夫

｢不
動
産
の
共
有
と
法
定
地
上
権

(
1
)｣
近
法

1
七
巻

1
二

1号

二
二
〇
頁
以
下

二

九
六
九
年
)｡
立
法
の
分
野
に
お
い
て
も
､

例
え
ば
'
仮
亜
紀
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律

1
0
条
で
は
'
法
定
貸
借
権
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
理
由
は
､
通
常
､
建
物
所
有
の
た
め

の
土
地
の
利
用
権
と
し
て
､
貸
借
権
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

(法
務
省
民
事
局
参
事
皇
宮
編

『仮
登
記
担
保
法
と
実
務
』

一
〇
二
貢

以
下
<
金
政
財
政
事
偶
研
究
会

1
九
七
九
年
∨
参
照
)｡

(56
)
根
悌
次

『担
保
物
権
法
』
二
一
五
頁
以
下

(有
斐
閣
'

一
九
八
一
年
)｡
同
旨
､
松
井
宏
興

｢法
定
地
上
権
制
度
の
基
礎
的
検
討
｣
『伊
藤
進
教

授
避
暦
紀
念
曲
文
典

民
法
に
お
け
る

｢放
任
｣
の
横
断
的
考
察
』

1
四
九
頁

(第

1
法
規
'

1
九
九
七
年
)｡

(5
)
正
木
勝
彦

r代
物
弁
済
予
約
と
法
定
地
上
権
｣
判
夕
二
六
〇
号
八
〇
頁

二

九
七

1
年
)｡

(58
)
小
林
明
彦
ほ
か

｢座
耕
会

再
集
建
物
の
た
め
の
法
定
地
上
権
を
め
ぐ
っ
て
-
二
つ
の
最
高
裁
判
決
を
中
心
に
-
｣
金
法

一
四
九
三
号
四
一
貞

以
下

二

九
九
七
年
)
｡

(5
)
松
本
値
雄

｢民
法
三
八
八
粂

(法
定
地
上
権
)
｣
広
中
俊
雄
･星
野
英

1
編

F民
法
典
の
百
年

Ⅱ
』
(有
斐
閣

一
九
九
八
年
)
六
七
五
貢
以

下
｡
松
本
教
授
は
'

一
括
売
却
代
金
の
配
当
方
法
と
し
て
､
土
地
建
物
を

一
括
し
て
評
価
し
て
'
そ
の
内
訳
と
し
て
､
法
定
地
上
権
の
制
約
を

受
け
な
い
土
地
の
評
価
額
と
建
物
本
体
の
評
価
頻
を
算
出
し
た
上
で
'
通
常
の
土
地
建
物
共
同
抵
当
の
1
括
政
充
の
場
合
よ
り
も
､
土
地
抵
当

権
者
を
若
干
庖
過
す
る
た
め
に
､
1
括
売
却
代
金
の
配
分
に
つ
い
て
､
建
付
減
価
頻
を
土
地
で
は
な
く
､
建
物
の
価
格
か
ら
減
価
さ
せ
る
､
と

い
う
針
昇
を
す
れ
ば
よ
い
､
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
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（
㈹
）
須
磨
美
博
「
法
定
地
上
梅
－
実
務
か
ら
み
た
運
用
上
の
問
題
点
と
そ
の
対
策
Ｉ
」
ジ
ュ
リ
’
○
五
五
号
一
四
八
頁
以
下
二
九
九
四
年
）
．
同

旨
、
秦
光
昭
「
建
物
の
再
築
等
と
法
定
地
上
権
－
借
地
権
価
格
は
誰
に
帰
属
す
る
か
－
」
手
研
四
七
○
号
二
三
頁
以
下
（
’
九
九
二
年
）
。


